学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックシート


	チェックポイント
	チェック

	児童生徒に対し、日ごろから学校いじめ対策組織の存在と活動を分かりやすく周知している。
	□

	保護者に対し、日ごろから学校いじめ対策組織の存在と活動を分かりやすく周知している。
	□

	いじめの相談・通報を受け付ける担当の教員を周知するなど、児童生徒から相談・通報を受け付ける窓口としての体制を整えている。
	□

	いじめへの対応や被害者への支援について、児童生徒から十分な認識と、加害者から
の報復を恐れない程度の十分な信頼を得ている。
	□

	教職員の間で、いじめに関するささいな兆候や懸念があった場合は、直ちに全て学校
いじめ対策組織に報告・相談するという意識を共有している。
	□

	教職員の間で、学校いじめ防止基本方針やマニュアル等により、いじめの情報共有の
手順及び情報共有すべき内容についての知識を共有している。
	□

	学校いじめ対策組織における全体の総合調整等を行う担当者が決まっている。

	□

	学級担任及び教科担任は全員が学校いじめ対策組織に参画している。

	□

	スクールカウンセラーなど心理や福祉の専門家、外部専門家などが学校いじめ対策組織に参画している。
	□

	年間を通じて、全教職員がいずれかのタイミングで学校いじめ対策組織に参画している。
	□

	学校いじめ対策組織の構成などの詳細について、ホームページなどで公開している。

	□

	学校いじめ対策組織における会議を、他の会議と兼ねることなく、日ごろから定期的に開催している。
	□

	学校いじめ対策組織における会議の記録を保存している。

	□

	学校いじめ対策組織における児童生徒への支援・指導の記録を保存している。

	□

	学校いじめ防止基本方針の策定、点検、見直しなど、学校のいじめの防止等の取組について定期的にPDCAサイクルで検証を行っている。
	□



